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澤江史子．『現代トルコの民主政治とイ

スラーム』ナカニシヤ出版，2005 年，

vi+344p.

松永泰行*

本書は，著者の博士論文「現代トルコにお

ける民主政治とイスラーム政党―ムスリム

社会の政教関係をめぐる一考察―」（一橋大

学大学院社会学研究科，2005 年）に，より

近の時期を扱った 2 章（第 7 章，第 8 章）

を加えることで構成されている．原題がより

よく示しているとおり，主題は，1970 年に

ネジメッティン・エルバカンが結成した国民

秩序党から現在のタイップ・エルドアンが党

首の公正と発展党（2001 年～）に至る一連

の「イスラーム政党の台頭とそれに伴う世俗

主義体制との相克の過程」の分析である．研

究書としての本書の実質的な部分は，1923

年のトルコ共和国成立後に構築された世俗主

義体制，1945 年の複数政党制導入後の体制

の変化の分析，さらに 1960 年代末までの時

期における現象としてのイスラーム復興の形

成要因を論じた第 1 章，国民秩序党，国民

救済党の活動とイデオロギー（「ミッリー・

ギョリュシュ」）を論じた第 2 章，1980 年

クーデター後の軍事政権によるイスラーム政

策導入後の世俗主義とイスラームの関係を論

じた第 3 章，オザル政権の経済政策および

「公正な体制」論を採用した福祉党内の変化
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を論じた第 4 章，福祉党連立政権（1996～

1997 年）の政策を扱った第 5 章，そして福

祉党政権を崩壊へと導いた軍部主導の「2 月

28 日キャンペーン」（1997 年）とそのイン

パクトを扱った第 6 章から構成されている．

これらの章については叙述もストーレートで

読みやすく，既存研究を参照しながら，自ら

の現地調査およびトルコ語の一次文献に基づ

く豊富な情報を整理した実証研究として，高

く評価したい．とりわけ，国民秩序党以来の

一連の政党が，ダイナミックな環境に適応し

変化を遂げてきた過程とその背景を，多元的

に明らかにし，提示している点は，本書の

大の長所と思われる．

これらに加え著者は，枠組的議論として，

イスラームと政治と題された序章において，

イスラーム復興運動の概念，西洋近代的政教

関係論とイスラームとの関係，イスラーム国

家論の問題性などを論じ，また，イスラーム

復興系労働団体，経済団体，人権団体とい

う興味深い主題を扱った第 7 章においても，

その序論部分で，市民社会論とイスラーム，

イスラーム復興運動の自立性と公共志向につ

いて論じている． 後に，2002 年末から政

権を担っている公正と発展党の政策と戦略を

論じた第 8 章は，多面的な取り扱いで，情

報量も豊富である．

以下，気鋭の現代トルコ研究者が発表した

重要な業績としての本書の価値を十分に認め

たうえで，日本におけるトルコを含めた現代

中東およびイスラーム地域における宗教復興

現象／運動研究および比較政治研究の今後の

さらなる発展のための建設的議論の契機なる
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ことを期待しながら，（一部，細かな点をも

含むが）本書の一部の叙述あるいは議論につ

いて，評者が感じたいくつかの疑問点につい

て，簡単に触れてみたい．

まず序論において，著者は，小杉泰の「思

想の市場のメカニズム」の説明法を引きなが

ら，シャリーアは可変的であると断言してい

る（p. 20）．評者の読み方の誤りかもしれな

いが，この点は，シャリーアの成立過程の性

格から，その内容が（一般に）可変的である

との結論を導き出したものであるように見受

けられた．一旦確立されたシャリーアの内容

は，イスラーム法学的には，無効にできない

永遠に真なる神の命令であるとして取り扱わ

れることが一般的だと思われるが，これは単

に言説レベル上のことであろうか．

著者は第 1 章において，イデオロギー的

な世俗主義（「近代化＝西洋化＝世俗化」と

いう「ドグマ」）を社会に強いているトルコ

の体制が「国家主義的で（中略）民主主義

を制限することも厭わない権威主義的な体

制」であると説明している（p. 43）．この説

明は適切なものであると思われるが，その一

方で，全体を通じて，国家概念があまり使わ

れておらず，しばしば体制という用語がそれ

に取って代わっているように思われた点が気

になった（たとえば，「世俗主義体制とイス

ラーム復興勢力の摩擦」（p. 36），「体制の強

権的政治手法」（p. 64）など）．比較政治学

では，体制は，政治システム全体を根幹的な

意味で特徴づけるための概念として専ら用

い，強制力を伴う行動主体としての国家とは

区別して用いることが多い．

著者は，アイケルマンらの「ムスリム政

治」という概念を修正して，「トルコ・ナ

ショナリズムとイスラームのシンボルの意味

づけと，社会の価値規範を定義し分節化する

制度の支配をめぐる競争と闘争」としての

「トルコ的ムスリム政治」（p. 64）なるもの

を提示している．上述の体制概念による国家

概念の代替／包摂の問題とも重なるが，その

ような枠組みは，水平／真空的な言説空間に

おける「闘い」（「自身の正当性と相手の不当

さを主張する言説上の闘いへの傾斜」（p. 63）

など）を想像させがちであるとすれば，権力

の不均等的分散に基づくヒエラルキー的関係

（権力関係）の存在をぼやけさせるデメリッ

トをもつように思われた．また，評者はトル

コ政治の研究者ではないので誤解しているか

もしれないが，全ての政治的主体がそのよう

な「ムスリム政治」を実践することを余儀な

くされるわけではないとすれば（門外漢とし

ては，むしろ，国家イデオロギーとしての世

俗主義／アタテュルク主義への整合性を意識

することを全ての政治的主体が余儀なくされ

ているのではないかと想像してしまうが），

国家権力による選択的な抱き込み・線引き・

排除の実践をも，（水平的な）「ムスリム政

治」と（やや不適的に）よび直す結果になっ

ているようにも思われた．

第 2 章 に お い て 筆 者 は， 国 民 秩 序 党 の

綱領としての「ミッリー・ギョリュシュ」

（MG）を「ムスリム共同体の視座」を意

味すると（やや一面的に）提示する一方で

（p. 76），同党は「政治ヴィジョンをイスラー

ム的用語やレファレンスを用いて公に示す
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こと」を怠ったと（p. 81），否定的に解釈し

ている．研究者によっては，MG を，ミッ

リー（milli）という言葉の二重の（宗教的お

よびネイション・ステイトに基づくナショナ

リズム的）意味合いを巧みに使った「ダブ

ル・トーク」として（それによる落とし穴を

含みながらも，その時代の政治的環境の下で

の可能性を限界まで活用したものと）ポジ

ティブに評価する場合もあると思うが，どう

であろうか．この点は，国民救済党はプログ

ラム政党ではなかったが，「世俗主義体制に

対してイスラーム擁護の観点から鋭く対立す

る「反体制政党」であった」（pp. 90-91）と

いう著者の評価にもかかわってくると思われ

る．直感的には，プログラム政党でなく，「4

年間の間に三度も連立政権に参加」した政党

を，反体制政党とよぶことは，（サルトーリ

の意味合いにおいても）やや躊躇われる．ダ

ブル・トークの意図を加味するならば，同党

を世俗主義体制に対して鋭く対立し，世俗主

義体制の原理原則を批判する立場の政党と断

定するのは，やや早急のようにも感じられる

が，実際にはどうであったのであろうか．

後に，もう一点．著者は，自らの研究対

象を比較的な視座においてより適切に提示

する努力の一環として，本書の主題でもあ

る「イスラーム政党」を「イスラーム的な規

範に依拠しながら，また，イスラーム的理念

に合致する社会の実現を目指して，体制を整

え，処方箋として具体的な政策を実施してい

く」政党と，ゆるやかに定義している．それ

は全く問題ないが，その一方で，国民秩序

党以来の一連のイスラーム政党を，「政治的

（な）イスラーム復興運動」であると説明し

ている（p. 4, 9）．著者はさらに，トルコに

おいてイスラーム主義とは（政治的イスラー

ムや反動主義と同様）外から貼られたレッテ

ルであり，トルコのイスラーム政党の幹部ら

の「イスラーム復興を目指して政治的領域で

活動する勢力」という自らのアイデンティ

ティとは異なると説明する一方で（p. 262），

現代トルコ（およびいくつかの類似の他国に

おける）のイスラーム復興運動を理解・説明

するためには，狭義のイスラーム主義（運

動）の概念を拡大したイスラーム復興運動

／勢力観が必要であると論じている（pp. 36, 

261-264）．

そのような枠組的な議論は，一国研究とし

ても，比較研究の視座からも，大変重要なも

のであり，終章ではなく序論においてじっく

りと議論して欲しかった．以下，議論喚起の

ための建設的な批判の意図の下で，敢えて異

論を述べるならば，評者は，現象としてのイ

スラーム復興を一般に多次元的・多領域的な

現象としてゆるやかに理解するのとは別に，

復興主義的であれ非復興主義的であれ，イス

ラーム政治運動は，同じレベルで概念規定せ

ずに，より限定的な分析概念として用いるこ

とが有効であると思う．言い換えると，分析

概念としてのイスラーム復興主義運動は，同

じイスラーム政治運動のレベルで他の非復興

主義のイスラーム政治運動（たとえば，伝統

主義，モダニスト／改良的／改革主義のイス

ラーム政治運動など）と，さらにイスラーム

以外のイデオロギー的政治運動と，区別して

概念化／使用することで，有効性を生み出し
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が，支持者の中核が敬虔なムスリムで「公正

というイスラーム的政治規範」の実現を掲げ

ているとしても，公正と発展党を政治的イス

ラーム復興運動と論じることは，少なくとも

比較分析的視点からは，かなり苦しいと思わ

れるが，どうであろうか．

後に繰り返しになるが，以上の細かな苦

言は，その適否にかかわらず，本書が，国民

救済党以来の一連のトルコの親イスラーム／

イスラーム擁護派政党の研究として優れた業

績であることを，否定するものでは全くな

い．単に，同書が（トルコ）一国研究を超え

た領域においていかなる説得力をもつかをめ

ぐって，若干の重要性をもつ可能性があるも

のに過ぎない．

島田周平．『アフリカ　可能性を生きる

農民』京都大学学術出版会，2007 年，

270 p.

池上甲一*

1．本書のタイトルと課題をめぐって

何とも魅力的なタイトルである．そこには

周辺環境に翻弄される受け身の農民像ではな

く，主体的な意思をもってしたたかに生きる

農民像が含意されているからだ．だが，可能

性を生きるということは一方で，余裕のなさ

や脆弱性をも表象していることに注意が必要

である．可能性は実現されるかもしれない

が，実現できないかもしれない．雨は飢えを

 * 近畿大学農学部

うるものと考える．この立場からすると，著

者のように，政治的なイスラーム復興運動／

復興勢力を，現象としてのイスラーム復興と

同様にゆるやかな規定で概念化すること（た

とえば，何を復興するかも正当に議論の対象

となるとの理解（p. 30）を参照）は，（少な

くとも分析的説明が主目的である研究書にお

いては）あまり薦められるアプローチではな

いように思われる．加えて，著者の説明を読

む限り（再びトルコ政治に門外漢の一読者に

戻るが），国民秩序党以来の一連のトルコの

イスラーム政党は，他国の文脈におけるモダ

ニスト的なイスラーム改革主義の傾向／潮流

との相似性が強い気がして，仕方がない．

これらの問題は，単に概念的枠組みにかか

わる問題だけでなく，多元的現象としてのイ

スラーム復興と研究対象であるイスラーム政

党の関係についての理解・説明にも関係して

くると思われる．著者は，後者が前者を「追

い風として台頭し，その復興のあり方に大き

く影響されている」（pp. 97-98）と説明して

いる（p. 263 も参照）．全体として，そのよ

うな議論はもちろん成り立つと思うが，エル

バカンが率いた福祉党が1980年代後半以降，

ナクシュバンディー系のタリーカなどからの

独立性を強調するに至った動きなどにみられ

る両者の間の競合的側面をどう評価するかな

ど，細かな点の分析にも全体的枠組みは影響

を与えることになると考えられる．また，福

祉党と美徳党・公正と発展党の間，あるいは

福祉党・美徳党と公正と発展党の間の違いに

ついて，著者はその全てを一連の政治的イス

ラーム復興運動の政党として議論している


